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茨城県の新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金の申請は、

が締切りとなっておりますので、手続
きのお済みでない方は大至急お願い
いたします。申請書をお渡しいたします。

日立市内の芸術作品㉔
加守田章二《大鉢》1962年
（日立市郷土博物館寄託）

締
切
間
近！

この作品は大甕から益子へ
移った加守田章二 （1933─
1983） が、自らの窯を築き、
日本伝統工芸展に出品を始め
た頃の作品です。 繊細なフォ
ルムに民芸的な色彩が加味さ
れ、その後数年間制作された
灰釉（草木灰を熔媒とした釉）
を用いた連作につながるもの
といえるでしょう。

No.1654

2020 6

鈴木昇

クールビズ夏季の軽装を
実施しています。
　当所では6月1日からクールビズを実施し、
ノーネクタイで執務させていただいています。
　また、会館の温度を28℃とさせていただきますので、
ご理解を賜りますようお願いいたします。

　当所では6月1日からクールビズを実施し、
ノーネクタイで執務させていただいています。
　また、会館の温度を28℃とさせていただきますので、
ご理解を賜りますようお願いいたします。

問合せ：中小企業相談所
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日本商工会議所の動き

　国
の
持
続
化
給
付
金
申
請
サ
ポ
ー
ト

会
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日
立
会
場
が
、５
月
29
日
か
ら
当

所
会
館
４
階
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。申
請

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
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電
子
申
請
を
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則
と
し
て
い
ま
す
が
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で
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子
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行
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難
な
方
に
、補
助

員
が
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子
申
請
の
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力
サ
ポ
ー
ト
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行

う
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場
で
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ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
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拡

大
を
避
け
る
た
め
、申
請
サ
ポ
ー
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会
場

の
利
用
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完
全
事
前
予
約
制
で
す
。ま
た
、

申
請
に
必
要
な
情
報
の「
申
請
補
助
シ
ー

ト
」や
、申
請
時
に
必
要
な
書
類
が
あ
り

ま
す
の
で
、事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
サ
ポ
ー
ト
会
場

日立商工会議所の動き5月5月
５月 8 日　経営安定セミナー

５月11日　正副会頭会議

５月29日　ひたちものづくり協議会（WEB会議）

「新型コロナウイルスの影響長期化を踏まえた中小・
小規模事業者の事業継続に向けた緊急要望」を提出

　日本商工会議所は、「新型コロナウイルスの影響長期化を踏まえた中小・小規模事業者の事業継続に向
けた緊急要望」を取りまとめ、5月19日に政府に提出いたしました。
　現在、経営者は事業継続と雇用維持に必死に取り組んでいますが、新型コロナウイルスの影響長期化に
伴い、家賃等の固定費負担が経営を大きく圧迫し、倒産や廃業のさらなる急増が強く懸念されています。
　刻一刻と厳しさを増す現場の声を踏まえ、地域経済の基盤を支える中小・小規模事業者の事業継続に向
け、政府に対して、支援策がより迅速に広く行き渡る一層の体制整備・強化を進めるとともに、さらなる支援
策の拡充と追加対策を実施すべきであるとし、以下の2つの柱に基づいて、要望しております。

持
続
化
給
付
金

日立会場の予約方法

1 Web予約
「申請サポート会場 日立会場」で検索し、
「来訪予約」にお進みください。

2 電話予約
・オペレーター対応：0570－077－866
　（平日、土日祝日ともに9時～18時）
・自 動 音 声 対 応：0120－835－130
　（日立会場コード：0807／24時間対応）

「影響長期化に伴う、倒産・廃業防止に向け
たさらなる政策対応」

1．倒産・廃業を防ぐためのさらなる支援
・雇用調整助成金の円滑な申請・支給・上限額の
引上げ
・貸倉庫・工場・事務所等の賃料助成制度の創設、
不動産オーナーが賃料の猶予・減免等に応じや
すい環境整備
・持続化給付金の拡充（売上減少要件の緩和、規
模に応じた給付額上限引上げ、複数回支給）
・社会保険料などの減免
・商工会議所経営相談窓口の体制強化・・・等 
2．危機に直面している地域企業への支援
・地方創生臨時交付金の大幅な拡充、国による認定
の簡素化・迅速化・・・等

3．事業継続に資する環境整備
・引上げの凍結も視野に入れた、最低賃金の適正
な水準の決定・・・等

「影響長期化を見据えた、感染拡大防止と
経済社会活動の両立支援」

1．感染拡大防止と経済社会活動の両立支援
・新たな感染拡大の抑制・防止と経済社会活動の
両立

・「新しい生活様式」に対応した事業活動再開に
向けた設備等の費用補助・・・等

2．デジタルを活用した新たな変革支援
▶新しいビジネスモデルへの変革支援
・中小企業におけるテレワーク導入支援の拡充
・ECサイト構築・活用による地域特産物等の販売
支援

・オンライン展示会・商談会等による販路拡大へ
の支援・・・等
▶新しい経済社会への変革を加速化させる環境整備
・キャッシュレス決済のさらなる推進・・・等
3．今後の需要喚起・供給力向上への支援
・旅行や飲食、イベント等の需要の回復に向けた
支援・・・等

Ⅰ Ⅱ
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業況DIの推移

調査対象並びに回収状況

対象件数

回収件数

回収割合（％）

製造業

25

23

92.0

小売業

30

21

70.0

建設業

20

18

90.0

サービス業

25

18

72.0

計

100

80

80.0

・ＤＩ値は調査項目についての景況判断状況を表す。

・強気、弱気等景況感の相対的な広がりを意味する。

　ＤＩ＝（増加・好転・不足等の回答割合）－

　　　　　　　　　　（減少・悪化・過剰等の回答割合）

調査時期

調査基準

4月（四半期毎に実施）

四半期毎の景況感を対前年同期と比較

平成31年度第4四半期

日立商工会議所全産業

製造業

小売業

建設業

サービス業

第1四半期

▲ 32.5

▲ 5.0

▲ 54.5

▲ 38.9

▲ 30.0

第2四半期

▲ 16.3

▲ 10.0

▲ 31.8

▲ 10.5

▲ 10.5

第3四半期

▲ 29.3

▲ 28.6

▲ 39.1

▲ 20.0

▲ 27.8

第4四半期

▲ 50.0

▲ 39.1

▲ 61.9

▲ 27.8

▲ 72.2

今後の見通し
（4月～6月）

▲ 70.0

▲ 69.6

▲ 85.7

▲ 50.0

▲ 72.2

令和2年度平成31年度

製 造 業 サービス業全 産 業 小 売 業 建 設 業
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3 1/1四半期 31/2四半期 31/3四半期 31/4四半期 R2/1四半期見通し

※詳しくはホームページの「新着情報」でご確認ください。

前野商事株式会社
ピュアウォッシャー販売・取付・メンテナンス

〒317－0063　日立市若葉町1－17－5 前野ビル1F
TEL 0294（23）0233（代）  FAX 0294（23）0234
shoene-plaza@maenoshoji.co.jp
担当者：佐川・藤枝・佐野
※弊社に設置してあり無料見学説明

(芽 胞 菌)

(ウイルス)

(糸 状 菌)

(一般殺菌)

(食中毒菌)

(病 原 菌)

(真　　菌)

納豆菌　セレウス　ボツリヌス

ノロ　インフルエンザ　サーズ

カンジダ

大腸菌　乳酸菌　ブドウ球菌　シュードモナス

エルシニア　キャンピロバクター　サルモネラ

腸炎ビブリオ　リステリア　セラチア

大腸菌O-157　コレラ菌　牛結核菌　赤痢菌

酵母(サッカロマイセス)　カビ(アスペルギル)

微酸性電解水の効果範囲

pH 5.0～6.5、有効塩素濃度10～30ppm
殺菌成分：次亜塩素酸（HClO） 
安 全 性：食品添加物指定
　　　　　（厚労省食基発第0610001号）

2020年5月
調査結果
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※国・市からの利子補給により、当初3年間の利息が実質無利子になります。
詳しくは経営支援課まで、お気軽にお問合せください。

自治・振興金融融資制度自治・振興金融融資制度  小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）
【マル経制度】
○限　度　額　2,000万円
　　　　　　　※1,500万円超は事業計画書添付
○期　　　間　運転7年　設備10年
○保証・担保　原則不要
　利率1.21％（令和2年6月1日現在）

【新型コロナウイルス対策マル経】
○限　度　額　上記＋別枠1,000万円
○期間・保証・担保はマル経制度と同じ
　利率1.21％（令和2年6月1日現在）
　※当初3年間は上記利率から0.9％マイナス

【マル経をご利用頂ける方】
○日立市内（十王町地区は除く）で1年以上継続し
て同一事業を営んでおり、税務申告をしている、
従業員20名以下（商業・サービス業は5人以下）
の小規模事業者の方

融資実行までに時間がかかる場合がありますので、お早目にご相談ください。

【自治金融】
○限　度　額　1,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保　証　人　個人事業主は原則不要。
　　　　　　　法人の場合は代表者。
　　　　　　　※特別な事情がある場合は、その他に
　　　　　　　　連帯保証人が必要になります。 

○担　　　保　原則不要
　利率1.11％（令和2年6月1日現在）

【振興金融】
○限　度　額　2,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保　証　人　自治金融と同じ
○担　　　保　必要に応じて徴求
　利率1.21％（令和2年6月1日現在）

コロナウイルス対策のご相談はお早めに！コロナウイルス対策のご相談はお早めに！

小規模事業者の販路開拓等への取り組みを支援する!!

「小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉」公募中

ポイン
ト 　本補助金は、具体的な対策（サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデ

ルへの転換、テレワーク環境の整備）に取り組む小規模事業者等の地道な販路開拓等を
支援するため、原則100万円を上限にした補助金です。

〇第3回受付締め切り：令和2年 8月7日（金）
〇第4回受付締め切り：令和2年10月2日（金）★募集期限

■常時使用する従業員の数
・商業、サービス業 5人以下
　（宿泊・娯楽業は 20人以下）
・製造業、その他 20人以下

■補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること。
　　A：サプライチェーンの毀損への対応
　　B：非対面型ビジネスモデルへの転換
　　C：テレワーク環境の整備
■策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施
　する、地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組であること。

■補助上限額　100万円＋50万円（事業再開枠）※感染拡大防止の取組に上乗せ補助（対象経費：消毒・マスク・清掃費用等）
■補　助　率　［コロナ特別対応型］ 補助対象経費のA類型2/3以内　B・C類型3/4以内　　　
　　　　　　　［事 業 再 開 枠］ 補助対象経費の定額 10/10

■計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導や助言を受けられます。

※詳しくは「持続化補助金　コロナ」で検索 ! 持続化補助金　コロナ
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新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆さま
に、謹んでお見舞い申し上げます。
さて、当所生命共済制度『さくら共済』に関して、新型コロナウイルス感染症(※)を直接の原因として死亡された場合に災害保険金お支払
い対象とさせていただくことが決定いたしました。

(※)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第11号）第１条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。

『さくら共済』は、1口あたりの掛金1,200円(60歳・男性の例)で、病気死亡80万円、災害死亡380万円(新型コロナウイルス感染症も対象)
を始めとして、さまざまな保障やお見舞金などが得られます。ぜひこの機会に加入・増口をご検討ください。
■災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件
　対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡または高度障害状態に該当した場合。 ※医師の診断を必要とします。
■対象期間：これまでに支払事由に該当した方についても、遡及して適用となります。
■ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

日立商工会議所『さくら共済』についてのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症」による万一の場合、災害保険金の支払対象となりました!!

【問い合わせ先】 〒317-0073 日立市幸町1-21-2 日立商工会議所 TEL 0294-22-0128
【共済制度引受保険会社】 〒108-802 東京都港区白金1-17-3 アクサ生命保険株式会社　　　　　　　　 
【取扱店】 〒317-0073 日立市幸町1-21-2　商工会議所会館 アクサ生命保険株式会社　日立営業所 TEL 0294-21-5387
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結
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収
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を
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。
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催
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倉 

敏
子
氏
が
再
任

　わたしたち商工会議所女性会は、リーダーと
して、凛と信をもって連帯し、平和で心豊かな
社会を築きましょう。
一、リーダーとは、高い志をもって、自己の変革・
向上を目指すことです。

二、凛とは、情熱・勇気をもって行動し、社業の
発展に努め、地域社会に貢献することです。

三、信とは、礼節・勤勉を尊び、美しい自然や
良き伝統・文化を愛し、次の世代に継承する
ことです。

四、連帯とは、女性経営者の友情と信頼の輪を
内外に広げることです。

商工会議所女性会活動指針

 5月13日 講習会「手話歌で“花は咲く”」
 6月12日 日立市内視察研修会
 10月23日 健康管理講習会
  「糖尿病医が考えるアンチエイジング
  　　　　　　　～生活習慣を中心に～」
 11月 5日 日立法人会女性部会との合同観劇会
 12月11日 健康管理講習会「美しい歩き方」
 　 〃　　 茶話会　会員同士の交流
 3月25日 一人一品持寄り運動　商品寄贈
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問合せ 茨城労働局　労働基準部　健康安全課　TEL：029-224-6215

⑦　第1654号　（毎月20日発行） 令和2年6月20日 第1654号　（毎月20日発行） 令和2年6月20日　⑥

従業員の退職金を、計画的に積み立てる商工会議所の

特定退職金共済制度特定退職金共済制度特定退職金共済制度
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。

この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。
なお、期間を定めて雇われている者、試用期間中の者、季節的な仕事の為に雇われている者、パートタイマー、求職中の者、非常勤の者
などは加入させなくてもさしつかえありません。

※本制度のお見積り、ご加入手続きは「委託保険会社」にお問合せください。
※本広告は、制度概要を示したものです。詳細および「委託保険会社」は最寄りの本共済実施商工会議所にご確認ください。

※この制度は商工会議所が生命保険会社と締結した
「新企業年金保険契約」に基づいて資産運用されます。日立商工会議所 商工会議所名簿 検索お問合せ

掛金は、従業員1人につき月額1,000円（1口）から30,000円（30口）まで1,000円
刻みで設定できます。POINT1
過去勤務期間の通算の取扱ができます。
※一部の商工会議所では本取扱を設けていない場合があります。本取扱の有無は最寄りの本共済実施商工会議
　所にご確認ください。
※記載の税務の取扱は、令和2年2月現在の税制に基づくもので、将来において保証するものではありません。

POINT2

退職一時金・遺族一時金・退職年金のいずれかが従業員ご本人（またはご遺族）に
直接給付されます。POINT3
国の制度（中小企業退職金共済制度）との重複加入も認められています。POINT4
事業主が負担する掛金は全額損金または必要経費に計上できます。POINT5 （詳細は担当税理士か所轄の税務署にご相談ください。）

○参考　中小企業の退職金支払い平均は、以下のとおりです。
モデル退職金（退職一時金のみの企業） 

 

今回調査
平成28年

調査
平成26年

調査
今回調査

平成28年
調査

平成26年
調査

10 28 809 897 831 1,088 1,166 1,134

15 33 1,525 1,714 1,651 1,974 2,168 2,133

20 38 2,451 2,904 2,854 3,027 3,452 3,524

25 43 3,700 4,326 4,357 4,450 5,014 5,156

30 48 5,043 6,038 6,022 5,997 6,818 7,029

－ － － 10,253 10,416 11,487

10 30 917 934 940 1,201 1,174 1,259

15 35 1,657 1,804 1,880 2,122 2,178 2,389

20 40 2,705 3,065 3,254 3,258 3,524 3,955

25 45 4,028 4,543 5,000 4,736 5,026 5,838

30 50 5,486 6,224 6,907 6,439 6,785 7,957

－ － － 9,656 9,658 11,848

10 32 1,083 1,102 1,130 1,390 1,410 1,563

15 37 2,012 2,144 2,216 2,480 2,591 2,893

20 42 3,232 3,625 3,796 3,812 4,172 4,734

25 47 4,929 5,318 5,796 5,547 5,850 6,847

30 52 6,695 6,973 8,098 7,415 7,691 9,370

－ － － 10,384 10,164 12,766
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出典　東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情（平成30年版）」

事業概要　中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供

　　　　　方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援

補助金額　1,000万円＋50万円（特別枠の場合に限り、事業再開枠の上乗せが可能）
補 助 率　［通常枠］ 中小企業者 1／2、 小規模企業者・小規模事業者 2／3
　　　　　［特別枠］ Ａ類型 2／3、  B・C 類型 3／4 ※
　　　　　［事業再開枠］ 定額（10／10、上限50万円）
設備投資　単価50万円（税抜き）以上の設備投資が必要
応募締切　令和2年8月3日（月）17時（3次締切）
申請方法　申請は、電子申請システムのみとなります。

※特別枠については、補助対象経費（事業再開枠の経費を除く）の6分の1以上が、以下のいずれかの
　要件に合致する投資であることは要件となります。
　　A類型：サプライチェーンの毀損への対応  ／  B類型：非対面型ビジネスモデルへの転換
　　C類型：テレワーク環境の整備

　飲食店や職場での受動喫煙を防止するために、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用
の一部を助成します。

「ものづくり・商業・サービス補助金」（３次締切分）申請開始

問合せ （公財） 日立地区産業支援センター TEL：25-6121
　　　 日立商工会議所　経営支援課 TEL：22-0128

対象事業主 労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主であること。
助 成 対 象 一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費。
 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費。 
助成率・ 設置経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1
　　助成額 上限100万円
申請手続き 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を茨城労働局長に提出し、
の流れ あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

 助成金の支給は工事実施後となります（概算払いではありません）。

「受動喫煙防止対策助成金」申請開始

（飲食店は3分の2）


